
 

【補足資料】令和８年度特別児童扶養手当の手当額について 

 

 

 令和８年１月２３日付けで 2025 年全国消費者物価指数が公表されました。 

 これにより、特別児童扶養手当については、2025 年の物価変動率に基づき、以下の通りとなります。 

 

 

 
令和７年度 

（令和 8 年３月分までの手当額） 

令和８年度 

（令和 8 年４月分からの手当額） 

１級に認定された場合 

（１人につき月額） 
５６，８００円 ５８，４５０円 

２級に認定された場合 

（１人につき月額） 
３７，８３０円 ３８，９３０円 

 

 

 ※手当額は特別児童扶養手当等の支給に関する法律第１６条において準用する児童扶養手当法第５条 

の２の規定により改定されています。 

 

 

 

 
担当課 〒２５３－８６８６ 茅ヶ崎市茅ヶ崎１－１－１ 

茅ヶ崎市こども育成部こども政策課 手当給付担当 

電 話 ０４６７－８１－７１６９ 


